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北九州市告示第４１９号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び第１１５条

の１２第１項の規定により、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着

型介護予防サービス事業者を指定したので、同法第７８条の１１第１号及び第

１１５条の２０第 1 号の規定により次のとおり告示する。

  平成３０年１０月１２日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０７

００７３５

定期巡回ステ

ーション ひ

ねもすの和 

北九州市八幡西

区茶屋の原二丁

目６番６号 

一般社団法人

みのり会 

平成３０

年１０月

１日 

２ 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０７

００７５０

あすなろ館デ

イサービス 

北九州市八幡西

区則松四丁目２

１番３号 

株式会社あす

なろ館 

平成３０

年１０月

１日 

３ 地域密着型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０７

００７４３

笑顔のサロン 

カラふる 

北九州市八幡西

区御開五丁目２

番１８号 

株式会社笑色 平成３０

年１０月

１日 

４０９０６

００１６６

デイサービス

きたえるーむ

北九州祇園 

北九州市八幡東

区祇園一丁目８

番１号 

株式会社佳秀 平成３０

年１０月

１日 

４０９０４

００５７５

リハプライド 

小倉北 

北九州市小倉北

区中島一丁目１

８番２８―１０

１号 

リハコンテン

ツ株式会社 

平成３０

年１０月

１日 
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北九州市告示第４２０号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者から廃止の届出があったので、同法第７８条の

１１第２号の規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年１０月１２日 

北九州市長 北 橋 健 治  

地域密着型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０７０４

０４６５４

リハプライド 

小倉北 

北九州市小倉北

区中島一丁目１

８番２８―１０

１号 

株式会社ジュ

・タ・レーベ

ル 

平成３０

年９月３

０日 
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北九州市公告第６８５号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定に基

づく道路を廃止したので、北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年北九州市

規則第７１号）第１６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

  平成３０年１０月１２日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 廃止年月日及び廃止番号 

  平成３０年１０月１２日 第２号 

２ 申請者の住所及び氏名 

  福岡市中央区小笹一丁目４番２６号 

山田佳明 

３ 廃止した道路 

道路の位置 道路の幅員（ｍ） 道路の延長（ｍ） 

北九州市小倉北区清水五丁目２

５３１番３ 

６．７０ ２３．１０
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北九州市公告第６９１号 

 次のとおり応募者に資格条件を付与した簡易公募型プロポーザル方式に係る

手続を開始する。 

 平成３０年１０月１２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 業務概要 

 （１） 業務名 北九州市森林・林業マスタープラン策定業務 

（２） 業務内容 森林簿、森林計画図、現地調査等から資源量解析、経済

性の評価、中長期伐採計画等の情報を整備した森林・林業マスタープラン

策定を行う。 

 （３） 履行期間 契約締結日から平成３１年３月１５日まで 

２ 参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項及び北九州市測量

業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成６年北九州市規則第６０号）第７条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

（２） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（３） 次の申立てがなされていないこと。 

ア 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定に

よる破産手続開始の申立て 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づく更生手

続開始の申立て 

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再

生手続の申立て 

（４） 次のいずれにも該当しないこと。 

  ア 役員等（役員及び従業員をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であると認められる者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質

的に関与していると認められる者 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不当な利益を得る目的又は第

三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認
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められる者 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の活動又は運営に協力し、又

は関与していると認められる者 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に不適切な関係を有してい

ると認められる者 

カ 暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用し

ている者 

（５） 法人税及び事務所所在地における地方税（法人住民税、事業税等）

が未納でないこと。 

（６） 受託候補者に選定された場合、履行期限内に当該業務の履行完了が

可能な体制にあり、企画提案書提出時の総括責任者が当該業務を担当でき

ること。 

３ 受託候補者を選定するための評価基準 

 （１） 業務実績及び業務実施体制 

  ア 業務実績等 

イ 業務実施体制 

 （２） 提案内容評価 

  ア 業務理解度 

イ 森林・林業マスタープラン策定 

ウ 追加提案 

エ 作業工程 

４ 手続等 

 （１） 担当部局 

   北九州市産業経済局農林水産部農林課 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２０７８ 

（２） 説明書の交付場所、交付期間及び交付方法 

  ア 交付場所 前号に同じ。 

  イ 交付期間 公告の日から平成３０年１０月３１日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  ウ 交付方法 無償にて交付する。 

なお、郵送又はＦＡＸによる入手申込みは認めない。 

 （３） 説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 
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       北九州市役所本庁舎７階７１会議室 

 イ 日時 平成３０年１０月２２日午前１０時 

（４） 参加申込書の提出場所、提出期限及び提出方法 

 ア 提出場所 第１号に同じ。 

 イ 提出期限 平成３０年１０月３１日正午まで 

 ウ 提出方法 持参又は郵送（郵送は書留郵便に限る。提出期限までに必

着のこと。） 

（５） 応募書類の提出場所、提出期限及び提出方法 

  ア 提出場所 第１号に同じ。 

 イ 提出期限 平成３０年１１月５日正午まで 

 ウ 提出方法 持参又は郵送（郵送は書留郵便に限る。提出期限までに必

着のこと。） 

５ その他 

 （１） 手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 契約書作成の要否 要 

 （３） 関連情報を入手するための照会窓口 前項第１号に同じ。 

 （４） 詳細は説明書による。 
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